
 

 

緊急地震速報利用者協議会 

 

 

緊急地震速報利用者協議会への入会のご案内 

 

緊急地震速報の特性を正しく理解し、地震災害の軽減に混乱なく有効な活用を図る

ため、緊急地震速報の提供に係る気象庁からの情報収集、緊急地震速報の住民等へ

の伝達手段や利活用方策についての情報交換及び緊急地震速報に関する気象庁に

対する要望事項についての提言等を行うことを目的とした緊急地震速報利用者協議会

が設立されました。 

 現在、緊急地震速報を活用されている方、または、今後、活用の予定の方におかれ

ましては、本協議会にご加入いただきたく、ご案内申し上げます。 

 

 

１ 入会資格 

当協議会の趣旨に賛同すると共に、「緊急地震速報利用者協議会規約」に同意い

ただいた方で、法人を原則としますが、法人以外でも理事会の審査により会長が承

認した場合は、会員となることができます。 

 

 

２ 入会手続き 

緊急地震速報利用者協議会規約第５条に基づきます。また、「入会届」は随時受

け付けることとし、入会届に必要事項を記入し、押印のうえ書面で事務局へ提出願

います。 

 

 

３ 会費 

会費の額は、年間１万５千円です。 

  会費は入会が承認された後、事務局からの「会費納入通知」により、速やかに指定

の口座へ納入していただきます。なお、振り込み料については、会員の負担とさせて

いただきます。 

 

 

４ お問い合わせ先 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-17 東ネンビル 

財団法人気象業務支援センター 

 

緊急地震速報利用者協議会事務局 

電話 03-3215-6110 FAX03-3215-2220 

担当 杉本清秋 E-mail：sugimoto@jmbsc.or.jp 

ホームページ http://www.eewrk.org 



 

 

入  会  届 

 

緊急地震速報利用者協議会 

会長 阿 部 勝 征 殿 

 

緊急地震速報利用者協議会の目的と事業に賛同し、その規約を同意

のうえ、入会します。 

 

      

平成  年  月  日 

 

住所 

 

法人名 

 

代表者名              印 
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